
【津波等に対する対応マニュアル】 
 

※すべての情報を校長（教頭）に集め，校長（教頭）が判断する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

○海田町に対し，大津波警報又は津波警報が発令された場合。 

○その他，大規模な地震等により，津波の危険性がある場合。 

○津波の大きさ，到達時刻等の情報収

集を行う。 

○すべての活動を中止し，生徒を

３階又は４階に避難させる。 

○教育委員会と協議し，安全が確

保されるまで，待機を継続する。 

○教育委員会及び近隣校校長等と対応

を協議する。 

緊急を要する場合 

緊急を要する場合 

避難が必要な場合 

必要に応じて 

○状況に応じ，次の様な対応をとる。 

 ①個々の生徒の家庭に連絡し，保護者に迎えにきてもらう。 

 ②生徒に必要に応じて注意を与え，帰宅させる。 

 （必要な注意の例） 

 ・できるだけ集団で下校すること。 

 ・寄り道をせず，帰宅すること。 

 ・なるべく河川に近づかないこと。 

 ・帰宅後，できるだけ外出しないこと。外出する場合は，保護者の許可を得る

こと。 

 ・帰宅後も，津波の情報に注意し，適切な対応をすること。 

 ※状況によっては，帰宅後，個々の生徒から学校へ連絡を入れさせる。 

教育委員会と協議し，安全が確保されたと判

断した場合。 


